
都市における環境改善や防災性の向上を図ることを目的として、県民緑税を活用した「県民まち

なみ緑化事業」を実施し、住民団体、個人・法人等による植樹や芝生化などの緑化活動に対して補

助を行なっている。

○実施メニュー：一般緑化、芝生化（ひろば、校園庭、駐車場）、建築物の屋上・壁面緑化、
大規模都心緑化

○主な都市緑化施策と県民まちなみ緑化事業の関係

都市緑化施策と県民まちなみ緑化事業の関係 参考資料１

（国土交通省HP 公園と緑の概要 施策の体系を一部加工）

都市緑地法

緑の政策大綱

・近郊緑地保全計画

（首都圏・近畿圏を対象）

・古都保存計画
（古都を対象）

緑の基本計画（市町村を対象）
広域緑地計画

（都道府県を対象）

緑地の保全

緑化の推進

・特別緑地保全地区・緑地保全地域

・市民緑地・地区計画等緑地保全条例

（緑地型）

・他の法律等

で定められ
るもの

民有地の緑化

・緑化地域
・緑化施設整備計画認定制度
・緑地協定
・市民緑地（人工地盤等型）

公共公益施設の緑化
道路、河川、港湾

公園緑地の整備

＜地方公共団体の施策＞＜国交省の施策＞

国営公園の整備
都市公園法

都市公園の整備
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・歴史的風土特別保存地区

・生産緑地地区

・保存樹制度

・自治体独自の条例等に

基づく制度

県民まちなみ
緑化事業民有地の緑化


